
 

 けいあいルンビニ五月が丘 重要事項説明書 

  

保育の提供の開始にあたり，当室があなたに説明すべき内容は，次のとおり

です。 

  

１ 運営主体 

名  称 社会福祉法人 智恩福祉会  

所 在 地 茨木市白川２丁目１３番２５号 

電 話 番 号 ０７２－６６５－８６１５ 

代表者氏名 理事長 城谷 星 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 小規模保育事業Ａ型 

施 設 の 名 称 けいあいルンビニ五月が丘 

施 設 の 所 在 地 吹田市五月が丘北１３番１号 

連  絡  先 電話番号 ０６－６８７５－０１０１ 

ＦＡＸ  ０６－６８７５－０１００ 

管  理  者 竹中 幸子 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り，保育を必要とする満３歳未満の小学校就学前児童 

認 可 定 員 ０歳児     ３人  １歳児   ６人 

２歳児    １０人  

利 用 定 員 満１歳以上満３歳未満の児童        １６人 

満１歳未満の児童              ３人 

開 設 年 月 日 平成２７年 ４月 １日 

事 業 所 番 号           

 

３ 事業所の目的・運営方針 

  けいあいルンビニ五月が丘（以下「当室」という。）は，以下の運営方針に

基づき，保育を必要とする児童を日々受け入れ，保育を行うことを目的とし

ます。 

 ⑴ 当室は，保育の提供に当たっては，入園する乳児及び幼児（以下「園児」

という。）の最善の利益を考慮し，その福祉を積極的に増進することに最も

ふさわしい生活の場を提供するよう努めます。 

 ⑵ 当室は，保育に関する専門性を有する職員が，家庭との緊密な連携の下

に，園児の状況や発達過程を踏まえ，養護及び教育を一体的に行います。 

 ⑶ 当室は，園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りな

がら，園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等に

努めます。 



 

４ 施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 敷地全体 ４５３．１７㎡ 

園庭 ０㎡ 

この他，亥子谷公園を屋外における

保育活動の場として使用します。 

園 舎 構 造 鉄筋コンクリート造 

延べ床面積 １２５．２１㎡ 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室・ほふく室 １室  

保育室 １室  

沐浴室 １室  

調乳室 １室  

調理設備 １室  

事務室 １室  

更衣室 １室  

便所（幼児） １室 大２ 小２ 

便所（職員） １室  

 

５ 職員の設置状況 

職 種 員数 備考 

管理者 １ 保育士兼務 

保育士 ４  

 ※ 当室では，「児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基

準等に関する条例」に定める基準に基づき，保育の提供に必要な職種につ

いて，上記に記載する員数を上回る職員を配置しています。 

 ※ 常勤・非常勤の内訳は，職員の異動に伴い変動する場合があります。 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

管理者 ７：３０～１９：００内 

保育士 
勤務時間帯（ ７：３０～１６：３０） 

     （ ９：３０～１９：００） 

※ ローテーションにより，各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上，上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

６ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は，月曜日から土曜日までとします。 

  ただし，年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となり

ます。 



 

７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は，次のとおりとします。 

 ⑴ 保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場

合，７時３０分から１８時３０分までの範囲内で，保育を必要とする時間

となります（実際に保育を提供する日及び時間帯は，就労時間その他保育

を必要とする時間を勘案し，当室との協議のうえで保護者ごとに個別に決

定します）。 

   なお，７時３０分から１８時３０分までの範囲以外の時間帯において，

やむを得ない理由により保育が必要な場合は，土曜日を除き１８時３０分

から１９時までの範囲内で，時間外保育を提供いたします（時間外保育の

利用に当たっては，市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に，別途

利用者負担が必要となります。土曜日は１８時３０分以降の延長保育はあ

りません。） 

 ⑵ 保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合，

８時３０分から１６時３０分までの範囲内で，保育を必要とする時間とな

ります（実際に保育を提供する日及び時間帯は，就労時間その他保育を必

要とする時間を勘案し，当室との協議のうえで保護者ごとに個別に決定し

ます）。 

   なお，８時３０分から１６時３０分までの範囲以外の時間帯において，

やむを得ない理由により保育が必要な場合は，７時３０分から８時３０分

まで又は１６時３０分から１９時までの範囲内で，時間外保育を提供いた

します（時間外保育の利用に当たっては，市町村にお支払いいただく通常

の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります。土曜日は１８時３０

分以降の延長保育はありません。） 

 ⑶ 最終登園時間 

   保育標準時間認定，保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっ

ても，最終登園時間は９時となっております。都合によりやむを得ない

場合を除き，９時までに登園していただきます。 

 

８ 提供する保育等の内容 

  当室は，保育所保育指針（平成２９年３月２８日厚労告１１７）を踏まえ，

以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

⑴  特定地域型保育及び時間外保育の提供 

   上記７に記載する時間において，保育を提供します。 

⑵ 保育時間外 

 ⑶ 保育における基本的な考え方 

   ◎仏の教えに基づいた「心」を育てる保育・・・「ありがとう」「ごめん

なさい」が言える素直な子どもを育てる。                                                          



 

◎押しつけでなく、自分の力で気づく保育・・・子どもの自主性を育み

がら、ゆっくり関わり「見守る保育」を心がける。                                                   

◎一人一人の成長を大切にした保育・・・園生活を楽しく充実したもの

にする為、子ども達それぞれの能力が充分発揮出来る保育プログラム

を立てる。                                

◎よい保育は よりよい環境から・・・子どもと関わる保育士は、子ども

が育つ重要な環境の一つ。保育士自身も、子どもと共に成長する事を

願い園生活に取り組んでいる。 

【保育方針】 

◎無限の可能性を秘めている子ども達の心や体に大切な環境を整える

（人的・物的）   

◎生まれながらの個性と才能を十分に伸ばせるように、温かな愛情と豊

かな環境の中でじっくり育む                                             

◎一人一人の子どもの家庭環境、発達過程を配慮して、乳幼児期にふさ

わしい生活の場を、豊かにつくりあげる保育を行う。                             

◎子どもが健康、安全で過ごせる環境を作り、子どもの心をしっかり受

けとめ、様々な活動や、体験を通して、豊かな心、意欲、主体性が育

つよう援助する。 

【保育目標】 

◎ありがとう・ごめんなさいの言える子ども                             

◎感謝の気持ちを持つ子ども                                     

◎自分で考え表現する子ども                                     

◎健康で、明るい子ども                                         

◎心豊かな子ども                                    

◎友達と仲良くあそべる子ども                                    

◎良く考え最後まで頑張る子ども   

 ⑷ 食事の提供 

   児童の年齢に応じ，以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 ９時４０分頃 １１時頃 １５時頃  

１歳児 ９時４０分頃 １１時頃 １５時頃  

２歳児 ９時４０分頃 １１時３０分頃 １５時頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

  ※ 食物アレルギー等，体質に合わない食材があればご相談ください。 

 ⑸その他 

   保育に係る行事等 

 

９ 利用料金 

 ⑴ 特定地域型保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額（月額）を当室



 

にお支払いいただきます。    

ただし，転居等やむを得ない理由により月の途中で退所する場合について

は，市町村が定める利用者負担額を当室にお支払頂きます。 

 ⑵ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   ⑴に掲げる利用者負担額のほか，入園要項に掲げる費用を負担していた

だきます。お支払方法については，別途お知らせします。 

 

１０ 利用の開始に関する事項 

当園は市町村から保育の実施について委託を受けたときは、これに応ずる 

ものとします。 

 

１１ 利用の終了に関する事項 

   当室は，以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  ⑴ 園児が満３歳に達したとき（ただし，満３歳に達した年度の３月３１

日までは保育を提供いたします）。 

  ⑵ 児童の保護者が，児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給

要件に該当しなくなったとき 

⑶  その他，利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１２ 連携施設 

   当室は，保育を適正に実施し，当園における保育終了後も継続的に児童

の受入先が確保されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行う教

育・保育施設を確保しております。 

 ⑴ 連携内容 

  ア 園児に集団保育を体験させるための機会の設定，その他保育の内容に

関する支援 

  イ 代替保育（当室の職員の病気，休暇等により特定地域型保育を提供す

ることができない場合に，当園に代わって提供する保育をいう。）の提供 

  ウ 当室における保育の提供終了に際しての当該児童の継続的な受入 

 ⑵ 連携施設 

  ア 千里の丘けいあい保育園 

運 営 主 体 社会福祉法人 智恩福祉会 

所 在 地 吹田市山田東４丁目７番３１号 

連 携 内 容 ・集団保育を体験させるための機会の設定 

・屋外遊技場の利用 

・代替保育の提供 

・卒園後の受け入れ 

・給食の搬入 

電 話 番 号 ０６－６８７５－００１１ 

   



 

イ 郡山敬愛幼稚園 

運 営 主 体 学校法人 清和学園 

所 在 地 茨木市新郡山２丁目３０番５号 

連 携 内 容 ・集団保育を体験させるための機会の設定 

・屋外遊技場の利用 

・当園における保育の提供終了後の継続的な受入 

電 話 番 号 ０７２－６４１－１１００ 

 

ウ 彩都敬愛幼稚園 

運 営 主 体 学校法人 清和学園 

所 在 地 茨木市彩都あさぎ５丁目７番４号 

連 携 内 容 ・集団保育を体験させるための機会の設定 

・屋外遊技場の利用 

・当園における保育の提供終了後の継続的な受入 

電 話 番 号 ０７２－６４０－１２１２ 

 

エ 山田敬愛幼稚園 

運 営 主 体 学校法人 敬愛学園 

所 在 地 吹田市山田西２丁目５番３号 

連 携 内 容 ・集団保育を体験させるための機会の設定 

・屋外遊技場の利用 

・当園における保育の提供終了後の継続的な受入 

電 話 番 号 ０６－６８７５－１６５５ 

※ 当室の卒園７箇月前頃に，卒園後の利用希望を確認させていただきま

す。その際，連携施設となっている郡山敬愛幼稚園、彩都敬愛幼稚園、

山田敬愛幼稚園への入園を希望される場合は，優先的に入園する事が

可能です。 

  ※ 当室の卒園後，保育園（当園の連携施設となっている千里けいあい保

育園を含む）への入園を希望される場合は，再度お住まいの市町村へ

の利用申込が必要となります。市町村の利用調整の結果，御希望の保

育園に入園できない場合もありますので御了承ください。 

 

１３ 嘱託医 

   当室は，以下の医療機関を嘱託医としています。 

 

 ⑴ 内科 

医療機関の名称 医療法人路傍の森 

医 院 長 名 市森 裕章 

所  在  地 大阪府吹田市津雲台 5-17-46 

電 話 番 号 ０６－６３１０－１２３４ 



 

 ⑵ 歯科 

医療機関の名称 桝井歯科医院 

医 院 長 名 桝井 今日子 

所  在  地 茨木市新郡山 2-2-31 

電 話 番 号 ０７２-６４３－３２２２ 

 

１４ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には，保

護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 

 

１５ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当室では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  福本 広子 

・ご利用時間  ８：３０～ １８：３０ 

・電話番号   ０６－６８７５－０１０１ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０６－６８７５－０１００ 

 担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 

末次一美 
電話番号 ０９０―３６２０－２９０９ 

役職・肩書等  株式会社 代表取締役 

阪口幸人 
電話番号 ０９０－８５２２－１９６１ 

役職・肩書等  元小学校校長 保護司 

  ※ 当室では，上記のほか，園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置して

います。 

 

１６ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める，消防計画書により対応いたします。 

建物の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  無  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    無  ・スプリンクラー  無 

・その他，カーテン，敷物，建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は，毎月１回以上実施します。 

 

１７ 利用者に対しての保険の種類・保険事故（保険者の保険金支払義務を具

体化させる事故）・保険金額  当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 独立法人日本スポーツ振興センター保険 

保険の内容 災害共済給付 

保険金額（年額）  ３１０ 円（保護者負担・掛金は毎年見直し） 



 

 ※詳しくは，別途配布する「独立法人日本スポーツ振興センター保険加入 
  案内」を御確認ください。 

 

１８ 当室におけるその他の留意事項 

当法人は、仏の教えに基づいた「心」の保育を行っています。手を合わせ

てみ仏様にご挨拶をします。他宗教の方もご理解下さいますようお願い致

します。 

すべての始まりは、気持ちの良い挨拶からです。登降園の時には、玄関で、

保育士や友達、保護者に挨拶をして入室（降園）します。保護者の皆様も

子どもさんと一緒にご協力下さい。 

 

 １９ 退園について 

当室は次の場合、保育の提供を終了しますので、退園届をご提出下さい。 

・保護者の方の退職など、保育の要件に該当しなくなった場合 又は虚偽 

の申告があった場合 

・保育要件が確認できる書類を提出して頂けない場合 

・諸経費等を半年間以上滞納した場合 

・当室の保育理念及び保育方針にご協力頂けなかったり、運営上著しく支

障をきたすと判断された場合 

・当室及び当室職員に対し、妥当性のない指摘や要求をする、あるいは妥

当性にかかわらず不相当な言動や行動を保護者がした場合 

・その他、利用の継続について支障又は困難を生じさせた場合 

 

 


